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「やまぐち子どもきららプラン２１」の改定について 
～子ども・子育て支援事業支援計画の策定～ 

 
平成２５年１０月 こども未来課 

 
１ 趣 旨 

   子育て支援・少子化対策を総合的に推進するための新たな計画を策定する。 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 
 

やまぐち子どもきららプラン２１  

 やまぐち子どもきららプラン21 

（山口県次世代育成支援行動計画・前期） 

 やまぐち子どもきららプラン21 
（山口県次世代育成支援行動計画・後期） 

 

   

策定作業 

やまぐち子どもきららプラン21 

(山口県子ども・子育て支援事業支援計画) 

（山口県次世代育成支援行動計画）? 
 
 
２ 計画の性格 

  子育て文化創造条例第１２条に基づく計画及び幼児期の学校教育・保育、地域の子

ども・子育て支援を総合的に推進するための、子ども・子育て支援法第６２条に基づ

く都道府県子ども・子育て支援事業支援計画として位置づける。 

  ※次世代育成支援対策推進法は平成２６年度までの時限立法(延長未定) 

 
３ 計画期間 

  平成２７年度～３１年度 
 
４ 計画策定の進め方（案） 

子育て文化審議会の意見や市町との協議等を踏まえながら、平成２７年３月の策定

に向けて、次のとおり検討を進める。 
 
① 県 民 ニ ー ズ 等 の 把 握  

  県民意識調査の実施、地域懇談会の開催や、子ども・子育て支援法における市

町のアンケート結果等により、県民ニーズ等の把握に努めるとともに、計画策定

の過程を通じた県民の参画を求める。 
 
② 施 策 の 評 価  

  現行プランの目標数値の進捗状況や県民意識調査に基づき、施策の評価・点検

を行う。 
 
③ 計 画 の 方 向 性 の 検 討  

  国の施策目標や県の他計画の目標等を踏まえながら、計画の方向性を検討する。 
 
④ 計画素案（骨子案）の検討  

  市町の子ども・子育て支援事業支援計画と調整しながら、平成３１年度までの新

たな目標を設定するとともに、計画の全体像を示した素案（骨子案）を検討する。 
 

  ⑤ 計 画 案 の 検 討  

    パブリックコメント等を通じて、県民の幅広い意見を聴きながら、計画案を検

討する。 

資 料 ２ 
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４ プラン改定（計画策定）のスケジュール（案） 

   

時 期 県 市 町 備 考 

２５年度    

１０月 ○第１回子育て文化審議会 
  → 子ども・子育て支援新制度の指

針説明 等 

・ニーズ調査実施 
 

 
 

 
１１月 

 
○県民意識調査の実施   

  
２月 

 
○地域懇談会の開催 
 

・需要量の見込み検討 
 
  

 
 

 
３月 

 
○第２回子育て文化審議会 
  → 県民意識調査結果の報告 等 

２６年度   
・供給量の見込み検討 

 

６月 ○第１回子育て文化審議会 
 → 県計画の方向性 
 
○幼児期の学校教育・保育についての
需給計画の調整 
 

 
 
 
 
 
・市町計画素案検討 

 

 
１０月 
 

 
○第２回子育て文化審議会 
→ 県計画素案 

 

 
・パブリックコメント
の実施 
 
 
 
・市町計画の調整等 

 

 
１２月 

 
○県議会環境福祉委員会にて審議 
 
○パブリックコメント 
○県計画の調整等 
 

 
２月 

 
○第３回子育て文化審議会 
→ 県計画案                    

   

 
・市町計画策定 
 → 県へ提出 

 

 
３月 

 
○県議会環境福祉委員会にて審議 
 
○県計画策定 
 → 国へ提出 
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Ⅰ 県民意識調査の実施 

 

１ 趣旨 

  子ども・子育て支援法及び子育て文化創造条例に基づく新たな計画の策定（計画期間：

Ｈ２７～Ｈ３１）に向けた基礎資料とするため、県民意識調査を実施する。 

 

２ 調査の概要 

調 査 地 域 山口県全域 

調 査 対 象  県内に居住する２０歳以上５０歳未満の男女 

標 本 数  ３，０００人（男女各１，５００人） 

抽 出 方 法  住民基本台帳からの層化無作為抽出（全市町より抽出） 

調 査 方 法  郵送によるアンケート 

調 査 期 間  平成２５年１１月下旬～１２月中旬 ※３週間程度の予定 

   

３ 設問設定 

（１）基本的考え方 

  ○ 県民意識やライフスタイルの変化を把握するため、前々回調査(H16)や前回調査

(H20)と比較できるよう設定する。 

 

  ○ 子ども・子育て支援法や子育て文化創造条例に基づく計画として位置付けている

ことから、本県の施策や国の指針等に基づき、これまでの施策の評価や保育の状況

等の項目を設定する。 

 

  ○ 今後の子育て支援・少子化対策を推進する上での県民ニーズについても調査を行

う。 

 

（２）設問構成 

項  目 設問数 計 

① 子育ての経験、負担感   ４ 

４０項目 

② 結婚のきっかけ、理想の子どもの数   ６ 

③ 就業状況、保育サービスの利用等の子育ての現状  １０ 

④ 結婚の意向、結婚しない理由等未婚者の現状   ３ 

⑤ 子育て支援・少子化対策の県民ニーズ   ７ 

⑥ 県の子育て支援・少子化対策の評価   ７ 

⑦ 子育て文化創造条例の認知度   ３ 
   ※全体構成は別紙のとおり 

 

４ 調査結果 

  調査結果については、子育て文化審議会や地域懇談会での報告やホームページ等での

公表とともに、子ども・子育て支援事業支援計画等に反映させる。 
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Ⅱ 地域懇談会の開催 

 

１ 趣旨 

  やまぐち子どもきららプラン 21の改定及び子ども・子育て支援法に基づく都道府県

子ども・子育て支援事業支援計画策定に当たり、幅広い地域の意見を新たな計画に反

映させる。 

 

 

２ 実施概要（案） 

（１）日程 

   平成２６年２月３日～１４日 平日２時間程度 

 

（２）会場 

   県下８地域（岩国、柳井、周南、山口、宇部、下関、長門、萩） 

 

（３）出席者 

各会場３０名程度 

 

 

・ やまぐち子育て県民運動推進会議委員 

 ・ 地域コーディネーター 

 ・ 子育て支援関係者（行政を含む） 

 ・ 子育て文化審議会委員 

 ・ 各市町子ども・子育て会議委員 

・ 県職員（こども未来課、健康福祉センター） 

 

  

 

３ 内 容（案） 

（１）県施策の概要説明 

 

（２）子ども・子育て支援新制度の概要説明 

 

（３）新たな計画の策定等に関する意見交換 

   

【例】・社会全体で支える結婚・出産・子育て支援 

      ・地域の子育て支援の基盤づくり  


